
学校法人宮崎日本大学学園 行動計画 

 

 

教職員が仕事と子育てを両立させることができ、教職員が働きやすい環境をつくる

ことによって、全ての教職員がその能力を十分に発揮できるよう、次の行動計画を策

定します。 

 

 

１ 計画期間 令和５年１２月１日から令和８年１１月３０日までの３年間 

 

 

２ 計画内容 

  目標１  育児のための始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度の導入 

   

対 策  令和６年１月～ 教職員のニーズの把握、検討開始 

             制度導入に向け規程の整備 

制度を取得しやすい環境整備を行う 

 

 

  目標２  年次有給休暇の取得日数を年間６日以上取得させるようにする 

 

  対 策  令和６年１月～ 年次有給休暇の取得状況の調査を行う 

               休暇の計画的付与の実施 

               教職員への取得促進の周知を行う 

 




